
 

7月 1日より労働法の改正が施行されましたので以下ご案内します。 

  

1. 2023年 7月 1日以降の最低・最高賃金（Staatscourant 2023, 2023）※オランダ語のみ 

  

• フルタイムで働く 21歳以上の従業員の最低賃金 

 月給 EUR 1,995 

 週給 EUR 460.40 

 日給 EUR 92.08 

 時給： 

o 週 36時間のフルタイム労働：EUR 12.79 

o 週 38時間のフルタイム労働：EUR 12.12 

o 週 40時間のフルタイム労働：EUR 11.51 

 

• 2023年 7月 1日から適用される 1日当たりの最高賃金は EUR  264.57 

  

2. 2023年 7月 1日以降、病気療養中の被雇用者（OAP）への賃金支払い継続は 6週間に短縮

（Staatsblad 2023,169）※オランダ語のみ 

  

• 2023年 7月 1日までは、傷病により長期休暇を取っている老齢年金受給年齢を超える被雇用

者（OAP）は、年金年齢を超える就労法（Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd）に基

づく暫定法により、13週間の賃金継続支払いを受ける権利があります。 

• 2023年 7月 1日以降は 6週間となります（DCC第 7:629(2)(b)条）。これは、就業不能の場

合の解雇禁止期間にも適用されます（DCC第 7条 670項 1号(a)）つまり 2023年 7月 1日に

発病した老齢年金受給年齢を超える被雇用者には、より長い期間が適用されます。これは、2

つの病欠期間が 4週間未満の間隔で続き、2つ目の病欠期間が 2023年 7月 1日以降に開始す

る場合にも適用されます。 

  

3.  新年金法 - 2023年 7月 1日より施行 

  

• 新制度（Wet toekomst pensioenen、WTP）では、年金は確定拠出型でのみ積み立てられ、

年齢に関係なく定額負担となります。 

• 基本的な考え方は、少なくとも年金基金で発生する年金権については、旧来の権利を金融市

場の波に乗ることができる新しい確定拠出年金制度（オランダ語で「invaren」）に転換する

というものです。さらに、遺族年金も改革されます。 

• 移行期限は 1年前倒しされ、2027年 1月 1日となり、これにより、ソーシャル・パートナー、雇

用主、年金管理者は、遅くとも 2028年 1月 1日までに変更を実施せねばなりません。 

• 移行における主要な段階は、特定の日付に達成しなければならないマイルストーンとして法

令に定められおり、遅くとも 2025年 1月 1日までに、ソーシャルパートナーは新しい年金制

度、補償、既存の年金受給権の転換可能性について合意しなければなりません。 

• マイルストーンやその他の情報は、WTP実施のための情報プラットフォーム「Werken aan 

ons pensioen」や、労働組合、使用者団体、年金管理者、社会・雇用省のウェブサイト

「Ons nieuwe pensioen」に詳細に記録されています。 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-12023.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-169.html
https://www.werkenaanonspensioen.nl/
https://www.werkenaanonspensioen.nl/
https://www.onsnieuwepensioen.nl/


• さらにWTPでは、2024年 1月 1日から従業員が年金制度に加入できる年齢を 21歳から 18

歳に引き下げられ、従来待期期間が認められていた派遣労働者を含め、全従業員を対象に初

日から年金の受給権を得ることになります。 

 

4. 2023年 7月 1日より施行される、就労不能 1年目および 2年目の手続き規則の変更

（Staatscourant 2023, 13931）※オランダ語のみ 

  

• 支払い継続期間中の就労不能従業員の果たすべき役目が強化されます。行動計画の作成時ま

たは調整時、および 1年目終了時の見直しの際に、就労不能従業員自身が社会復帰プロセス

に関する意見を提供することが求められるようになります。この変更は、2023年 7月 1日以

降に作成される全ての文書に適用されます。病気による欠勤が重なった場合、欠勤期間が 4

週間未満で連続する場合は、その期間は通算されます。その結果、病気による欠勤の初日が

2023年 7月 1日より前である場合、この変更はこの日以降に作成された書類にのみ適用され

ます。 

 

• さらに、技術的な変更は、労働、管理規則および自己保険資格の費用（疾病給付法）

［Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW］

において導入されます。 

  

5. 在宅勤務をするクロスボーダー（越境）労働者の社会保障（2023年 7月 1日から）（Brief 

Minister SZW 6 June 2023）※オランダ語のみ 

  

• コロナ禍において、（より頻繁に）在宅で働くクロスボーダー労働者に適用される社会保障

法は影響を受けませんでした。この政策は 2022年 7月 1日に廃止されましたが、EUの社会

保障制度調整局は、在宅勤務を続けるクロスボーダー労働者が社会保障制度の切り替えを恐

れる必要がなく在宅勤務を継続できる移行期間に合意しました。 この移行期間は 2023 年 7 

月 1 日に終了します。 

 

• 2023年 6月 6日、社会問題・雇用大臣は、構造的リモートワークに関する枠組み協定に署名

しました。これに基づき、2023年 7月 1日以降、適用される社会保障制度に影響を与えるこ

となく、従業員が居住する国で全労働時間の 50％まで在宅勤務できるようになります。 

• しかし、労働時間の少なくとも 50％は、雇用主が所在する加盟国で勤務する必要があるとい

うことになります。枠組み協定は、加盟国（EU、EEA、スイス）間で 2023年 7月 1日に発

効します。 

• こちらのウェブサイトでは、署名国の現状を説明していますので、ご確認ください。 

 

• 枠組み協定の条件に依拠することを希望する従業員または雇用主は、第 16条協定と呼ばれる

ものを SVB（社会保障銀行）に申請することができます。このオプションは協定発効後 1年間

（つまり 2024年 7月 1日まで）利用でき、第 16条協定は 2023年 7月 1日に遡及して効力

を持ちます。 

• 枠組み協定の条件および手続きは、大臣の書簡の付属書に記載されています。被雇用者また

は雇用者のいずれからも申請がない場合、2004年規則 883号第 13条に定める在宅勤務のク

ロスボーダー労働者に関する標準調整規則が適用されます。 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-13931.html
https://open.overheid.nl/documenten/addad9b8-e8f4-4c4d-a62f-214b8262edd9/file
https://open.overheid.nl/documenten/addad9b8-e8f4-4c4d-a62f-214b8262edd9/file
https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland
https://www.svb.nl/en/


  

その他、こちらのリンクでは 2023年 1月～7月までのオランダ最高裁判例抜粋、2023年 7月 1日施

行予定の法改正、今後予定される法改正（2025年まで）詳しく説明しておりますので情報収集にぜ

ひお役立てください。 

  

上記改正に伴いご不明な点がございましたら、下記担当者までお気軽にお問合せください。 

  

AKD法律事務所ジャパンデスク 川本 彩 

Email: akawamoto@akd.nl 
T: +31 88 253 5193 | M: +31 6 46 64 85 30  

 

https://akd-benelux-lawyers.foleon.com/arbeidsrecht/round-up-new-employment-legislation-regulation/overview
mailto:akawamoto@akd.nl

